
近
世
下
鴨
社
に
お
け
る
年
中
行
事

宇
　
佐
　
美

尚

穂

近世下鴨社における年中行事

は
　

じ
　

め
　

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
現
在
、
研
究
会
に
お
い
て
読
み
進
め
て
い
る

『
下
鴨
社
家
日
記
』
は
、
近
世
に

お
い
て
下
鴨
社
の
氏
人
で
あ

っ
た
田
中
家

に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
家
は
神

殿
守
を
家
職
と
す
る
氏
人

の
家
で
あ
る
。
同
日
記
に
は
、
神
殿
守
と
し
て
下
鴨
社

の
祭
礼
に
際
し
て
神
供
を
調
進
す
る
こ
と
や
、
氏
人
と
し
て
下
鴨
社
の
祭
礼
に
出

仕
し
て
い
る
為
、
下
鴨
社
の
年
中
行
事
に
関
す
る
記
事
も
多
く
見
ら
れ
る
。
従

っ

て
、

下
鴨
社
に
お
け
る
近
世
の
年
中
行
事
に
つ
い
て
知
る
必
要

が
あ

る
。

し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

し
、
近
世
下
鴨
社

の
年
中
行
事
の
研
究

は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
下
鴨
社
の
年
中
行
事
に
は
、
文
明
期
以
降
、
永
い
中
断
の
時
期
が
あ
る
。　
「鴨

　
　
　
　

　

社
年
中
行
事
」
に
よ
る
と
、
中
断
理
由
と
し
て
は
、
諸
国
の
荘
園
∵
御
厨
所
等
の

退
転
と
文
明
の
乱
に
よ
る
本
殿
を
始
め
と
す
る
建
物
の
焼
失
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
、
年
申
行
事
の
執
行
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
年
中
行
事
は
お
ろ
か
目

供
御
料
な
ど
ま
で
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
と
さ
れ
る
。
中
断
し
た
年
中
行

事

の
再
興
で
知
ら
れ
る
も
の
に
、
賀
茂
祭
と
御
蔭
祭
が
あ
る
。
賀
茂
祭
が
文
亀
二

年

に
、
御
蔭
祭
が
永
正

一
四
年
に
中
断
さ
れ
、
中
断
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

一
九

二
年

・

一
八
六
年
後

の
元
禄
七
年
に
再
興
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
永
い
中
断
の
期

間
は
、
両
祭
に
限

っ
た
こ
と
で
な
く
、
殆
ど
の
年
中
行
事
に
言
え
る
こ
と
で
あ

っ

た
。
そ
の
中
に
は
、
再
興
出
来
ず
に
略
儀
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
も
の
や
、

つ
い
に

は
退
転
に
至

っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

　
永
い
中
断
の
期
間
を
経
て
の
近
世
下
鴨
社

の
年
中
行
事
に
つ
い
て
は
、
現
在
解

ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
の
為
、
ま
ず
は
年
中
行
事
の
変
遷
を
踏
ま
え
る
必
要
が

あ
る
。
こ
の
こ
と
は

『
下
鴨
社
家
日
記
』
を
読
み
進
め
る
上
で
も
意
義
の
あ
る
こ

と
と
言
え
よ
う
。

　
本
稿
で
は
、
近
世
下
鴨
社
の
年
中
行
事
研
究
の
第

一
歩
と
し
て
、
元
禄
期
の
再

興
に
焦
点
を
あ
て
て
、
近
世
を
通
し
て
何
時
ど
の
よ
う
な
年
中
行
事
が
再
興
さ
れ

た
か
整
理
し
、
そ
の
変
遷
を
追
う
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の
為
に
、
近
世
下
鴨
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

年
中
行
事
を
記
し
た

"
年
中
行
事
帳
"
を
探
し
整
理
す
る
こ
と
も

行

っ
た
。

ま

た
、
元
禄
期
以
前

の
年
申
行
事
の
施
行
状
況
を
知
る
為
に
、
延
宝
期
の
そ
れ
を
確

認
し
た
。
本
稿
で
は
、　

"年
中
行
事
帳
"
と

「社
家
日
記
」

を
基

本
史

料
と
す

る
。　
「社
家
日
記
」
は
、
　
『
下
鴨
社
家
日
記
』
と
下
鴨
社
の
社
家
で
あ
る
鴨
脚
家

に
伝
来
し
た

「
鴨
脚
家
文
書
」
　
「鴨
脚
正
彦
家
文
書
」
　
「総
合
資
料
館
所
蔵
鴨
脚

　
　

　

家
文
書
」
を
使
用
し
た
。
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窓史

1
　
再
興
以
前
の
状
況

　
(
1
)
　
延
宝
期
の
年
中
行
事

　

『
下
鴨
社
家
日
記
』
で
確
認
で
き
る
最
も
古

い
日
記
は
、
延
宝
六
年
の

「
田
中

伊
連
日
記
」
で
あ
る
。
次
い
で
、
延
宝
七
年

の

「
鴨
社
延
宝
造
営
日
記
」　
「鴨
社

延
宝
造
営
遷
宮
記
」
と
続
く
。
幸

い
な

こ
と

に
、　
「鴨
脚
正
彦
家
文
書
」
の
中

に
、　

「春
光
日
次

(延
宝
六
年
)
」　
「春
光
日
次

(
延
宝
七
年
)」
と
同
年

の
も

の

が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
延
宝
期

の
下
鴨
社
の
年
中
行
事

の
施
行
状
況
を
見

て
み
ょ
う
。
そ
れ
に
当
た

っ
て
、
延
宝
七
年

は
、
寛
永
六
年
以
来
、
五
〇
年
ぶ
り

に
造
営
遷
宮
が
行
な
わ
れ
た
年

で
あ
る
の
で
記
述
も
そ
れ
に
関
す
る
こ
と
が
多
く

な

っ
て
い
る
。
従

っ
て
、
延
宝
六
年
を
中
心
に
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
下
鴨
社
の
年
中
行
事
は
、
文
明
期
以
降
、
永
い
中
断
の
時
期
を
迎
え
る
。
中
断

理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
諸
国

の
荘
園

・
御
厨
所
等
の
退
転
と
文
明
の
乱

に
よ
る
本
殿
を
始
め
と
す
る
建
物
の
焼
失
で
あ
る
。　
「
鴨
社
年
中
行
事
し
に
も
、

　
　
建
津
乃
身
命
者

　
　
神
武
天
皇
東
征
之
御
時
、
於
軍
中
祭
賜
　
天
皇
之
御
母
、
而
奉
預
神
璽
故
謂

　
　
宅
神
、
至
　
綏
靖
天
皇
御
宇
、
住
葛
野
川
与
賀
茂
川
流
会
所
河
合
地
、
而
以

簾

之
購

矚

.藜

蘰

及

垂
仁
天
皇
掣

有
造
籍

書

　
　
神
籬
、
爾
来
被
寄
諸
国
之
庄
薗
足
神
税
、
因
年
中
神
事
厳
重
也
、
寛
仁
之
官

　
　
符
者
神
領
四
郷
而
惣
高
九
万
九
千
斛
云
、
又
二
季
之
祭
御
神
楽
更
衣
其
外
諸

　
　
神
祭
威
以
料
所
勤
行
之
処
、
依
応
仁
兵
火
殿
舎
悉
成
灰
燼
、
神
領
亦
減
省
、
自

　
　
有
及
諸
神
事
中
絶
、
従
秀
吉
公
御
検
地
僅
賜
神
領
五
百
四
拾
壱
斛
之
御
印
、

　
　
而
勤
仕
畢

と
記
さ
れ
て
い
る
。
近
世
以
前
に
下
鴨
社
が
所
有
し
て
い
た
所
領
は
、　
「御
祖
宮

　
　
　

　

年
中
行
事
」
に
よ
る
と
荘
園
二
四
国
五

一
ケ
所

・
御
厨
所
九
国

一
三
ケ
所
で
あ

っ

た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
年
中
行
事
は
施
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
戦

国
期
の
荘
園
退
転
に
よ

っ
て
荘
園
か
ら
の
収
入
が
減
少
し
、
そ
れ
ま
で
厳
重
に
勤

め
て
き
た
年
中
諸
行
事
は
お
ろ
か
日
供
等
ま
で
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
。

ま
た
、
文
明
の
乱
の
兵
火
に
よ

っ
て
殿
舎
が
こ
と
ご
と
く
焼
失
し
て
し
ま

っ
た
こ

と
は
、
年
中
行
事
退
転

の
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
文
明
二
年
六
月

一
四
日
に
下
鴨

社
の
東
西
両
本
殿
は
も
と

よ
り
、

賀
茂
斎
院
御
所

・
鴨
社
神
館
御
所
等
、

主
要

　
　
　
　
　
　
　
　

　

な
建
物

の
殆
ど
が
焼
失
。
天
文
五
年
七
月
二
三
日
に
は
、
社
領

の
総
社

及
び
禰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宜

・
氏
人
の
里
亭
、
村
落
ま
で
も
が
焼
亡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
壊
減
的
な
被
害
を

受
け
て
い
る
。
そ
の
後
、
太
閣
検
地
に
ょ
り
神
領
五
四

一
石
の
御
朱
印
を
得
た
こ

と
で
、
細
々
と
神
事
を
勤
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
下
鴨
社

の
社
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
あ
る
が
、
近
世
を
通
し
て
五
四

一
石
と
な

っ
て
い
る
。

　
で
は
、
延
宝
期
の
年
中
行
事
の
施
行
状
況
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ

っ
た
の
か
見

て
み
よ
う
。
延
宝
六
年
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
及
び
推
測
で
き
る
年
中

行
事
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
毎
月

一
日
に
行

な

わ
れ

る
月
次
之
神
事

(月
次
奉

幣
)
。

正
月

一
日
の
日
供
御
料

・
二
日

の
卯
杖
神
事

・
三
日
の
日
供
御
料

・
七
日

の
御
節
供
神
事

・
一
五
日
の
御
戸
開
神
事

・
四
月
午
日
の
御
蔭
山
神
事

・
酉
日
の

葵
祭

(賀
茂
祭
)
・
五
月

四
目

の
御
菖
蒲
神
事

・
五
日
の
御
節
供
神
事

・
九
月
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
の
御
節
供
神
事

・
一
一
月
晦
日
の
氏
神
之
神
事
。
こ
の
な
か
で
、
中
断
以
前
と

変
わ
ら
な
い
形
で
行
な
わ
れ
て
い
る
年
中
行
事
は
、
且
次
之
神
事
(月
次
奉
幣
)
・

日
供
御
料

・
卯
杖
神
事

・
御
菖
蒲
神
事

・
氏
神
之
神
事
で
あ
る
。
こ
れ
以
外

の
も

の
は
、　

「神
供
備

ル
」
と
の
み
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
略
儀
で
行
な
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
解
る
。

　
文
亀
二
年

・
永
正

一
四
年
に
そ
れ
ぞ
れ
中
断
さ
れ
た
賀
茂
祭

・
御
蔭
祭
で
あ
る
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近世下鴨社における年中行事

が
、そ
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
は
延
宝
七
年

の
記
事
が
詳
し
い
の
で
見
て
み
ょ
う
。

「
鴨
社
延
宝
造
営
日
記
」
(
『
下
鴨
社
家
日
記
』)
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(衣
冠
)

　
　
四
月
十
八
日

午

ノ
日
御
祭
、
位
官

二
而
御
神
供
備
、
但
普
請
留
リ
候

　
　
　
　
廿

一
日
　
酉

ノ
日
葵
御
祭
、
位
官

二
而
御
神
供
備
、
同
普
請
留
リ
候

ま
た
、　

「春
光
日
次
」　
(
「鴨
脚
正
彦
家
文
書
」
)
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　
　

四
月
十
八
日
　
当
社
祭
、
春
光
社
参
仕
ル
、
神
供
備
ル
、
大
壱
膳
拝
領
仕

ル
、

　
　
　
　
　
　
　
　
貴
布
祢
ず
葵
桂
持
参
、
祝
儀

二
米
三
升
遣
ス

　
　
　
　
十

一
日
　
葵
祭
、
春
光

・
光
富
葵
桂
ヲ
掛
社
参
、
神
供
備
ル
、
大
壱
膳

　
　
　
　
　
　
　
　
拝
領
仕
ル
、
普
請
止
申
、
当
番
昼
夜
番
代
頼
申
候

氏
人
で
あ
る
田
中
家
が
衣
冠
を
付
け
て
神
供
を
備
進
し
、
社
司
が
そ
れ
を
神
前

に

備
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
中
断
中
も
社
司
や
氏
人
の
手
に
ょ

っ
て
神
供
備
進

の
み

の
略
儀
で
祭
祀
を
執
り
行

っ
て
い
た

こ
と

が
解

る
。

こ
こ
で
い
う

「
普
請
」
と

は
、
同
年
に
行
な
わ
れ
た
造
営
遷
宮
の
普
請
の
こ
と
で
あ
る
。
両
祭
の
当
日
は
、

普
請
を
中
断
し
て
祭
祀
を
行

っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
下
鴨
社
は
、
荘
園
の
退
転

や
文
明
の
乱
に
よ
る
社
殿
の
焼
失
に
よ

っ
て
年
中
行
事

の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
太
閣
検
地
で
定
め
ら
れ
た
五
四

一
石

の
朱
印
地
で
も
、
年
中
行
事
を
賄
い
き

れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
年
中
行
事

の
再
興
は
迅
速
に
進
む
も
の
で
は
な
か

っ

た
。
そ
の
状
況
は
、
延
宝
六
年
に
お
い
て
も
変
わ

っ
て
い
な
い
。

こ
の
時
期
下
鴨

社
で
は
、
月
次
之
神
事

(月
次
奉
幣
、
毎
月

一
日
)
・
日
供
御
料

(
一
月

一
日

・
三

日
)
・
卯
杖
神
事

・
御
菖
蒲
神
事

・
氏
神
之
神
事

は
中
断
以
前
と
変
わ
ら
な
い
祭

祀
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
御
節
供
神
事

(
一
月
七
日

・
五
月
五
日

・
九
月

九
日
)
・
御
戸
開
神
事

(
一
月

一
五
日
)
・
御
蔭
山
神
事

・
賀
茂
祭
は
、
神
供
を
備

る
の
み
で
あ

っ
た
こ
と
が
解
る
。

こ
れ
ら
の
当
時
施
行
さ
れ
て
い
た
数
少
な
い
年

中
行
事
は
、
下
鴨
社
に
と

っ
て
な
ん
ら
か
の
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
下
鴨
社
に
お
い
て
重
要
な
年
中
行
事
で
あ
る
賀
茂
祭

・

御
蔭
祭
が
、
中
断
中
に
お
い
て
も
社
司
や
氏
人
の
手
に
よ

っ
て
略
儀
で
は
あ
る
が

祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
(
2
)
　

ク年
中
行
事
帳
"
の
伝
来

　
下
鴨
社
の
年
中
行
事
を
知
る
こ
と
が
出
来

る
も

の
に

ク年
中
行
事
帳
"
が
あ

る
。
中
断
し
た
年
中
行
事
を
再
興
す
る
た
め
に
は
、
古
儀
の
伝
承
が
必
要
で
あ

っ

た
。
そ
の
古
儀
の
伝
承
に
は

"年
中
行
事
帳
"
の
存
在
が
重
要
で
あ

っ
た
と
考
え

る
。
従

っ
て
、
近
世
ま
で
に
ど
の
よ
う
な

"
年
中
行
事
帳
"
が
下
鴨
社
に
伝
承
さ

れ
て
い
た
か
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
現
在
、
近
世
よ
り
前
に
記
さ
れ
た

"
年

中
行
事
帳
"
と
し
て
は
、

一
四
世
紀
末
か
ら

一
五
世
紀
に
か
け
て
祝
鴨
脚
光
敦
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

よ

っ
て
作
成
さ
れ
た

「年
中
行
事
」
と
、
応
保
年
間
の
禰
宜
祐
直
に
よ

っ
て
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫

さ
れ
た

「祐
直
卿
記
」
が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、　
「祐
直
卿
記
」

の
信
憑
性
を
問
う
声
が
あ
る
こ
と
、
他
の

"
年
中
行
事
帳
"
の
所
在
確
認
な
ど
課

題
は
多
い
。
従

っ
て
、
本
稿
で
は
、　
「
社
家
日
記
」
の

"年
中
行
事
帳
"
に
関
す

る
記
載
か
ら
、
近
世
に
伝
承
さ
れ
た

ク
年
中
行
事
帳
"
に

つ
い
て
見
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
元
禄
七
年
が

ク
年
中
行
事
帳
"
が
近
世
に
新
た
に
作
成
さ
れ
た
最
初
で

あ
る
の
で
、
そ
れ
以
前
の

"
年
中
行
事
帳
"
の
伝
承
状
況
を

「
社
家
日
記
」
か
ら

見
て
み
よ
う
。

　

「社
家
日
記
」
に

〃
年
中
行
事
帳
"
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
、
年
中
行
事
再

興
に
際
す
る
記
事
で
あ
る
。
ま
ず
、
元
禄
五
年
の
夏
越
祓
神
事
の
再
興
に
際
し
て

で
あ
る
。

こ
の
再
興
は
、
元
禄
七
年
の
賀
茂
祭

・
御
蔭
祭
の
再
興
に
先
立

つ
も
の
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窓史

と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
夏
越
祓
神
事
と
は
、
六
月
晦
日
に
御
手
洗
川
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
⑬

辺
で
夏
越
の
大
祓
が
行
な
わ
れ
る
年
中
行
事
で
あ
る
。
こ
の
再
興
に
際
し
て
氏
人

が
賀
茂
伝
奏
申
御
門
大
納
書
資
熙
に
御
手
洗
川
で
の
夏
越
祓
で
禰
宜

・
祝
と
共
に

着
座
す
る
こ
と
を
願
い
出
る
が
、
先
例
が

無

い
事

を
理
由
に
認
め
ら
れ
な
か

っ

た
。
こ
れ
を
不
服
と
し
た
氏
人
が

「
諸
事
着
座
仕
候
准
拠
之
例
」
を
別
紙
に
書
上

げ
賀
茂
伝
奏
に
提
出
し
、
再
度
願
出
る
。

こ
れ
を
請
け
て
社
司
は
、
氏
人
の
記
し

た

「諸
事
着
座
仕
候
准
拠
之
例
」
を

一
つ

一
つ
否
定
し
た

「古
来
氏
人
次
座
之
例

曽
以
無
御
座
例
」
を
書
上
げ
提
出
す
る
。

結
果
と
し
て
、
氏
人
の
着
座
は
認
め
ら

　
　
　
　

⑭

れ
な
か

っ
た
。

　
こ
の
賀
茂
伝
奏
中
御
門
に
提
出
さ
れ

た
茂

人
側

の

「諸
事
着
座
仕
候
准
拠
之

例
」
と
社
司
側
の

「古
来
氏
人
次
座
之
例
曽
以
無
御
座
例
」
は
何
を
典
拠
に
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
氏
人
側
は
、
　
「
只
今

ハ
中
絶
仕
候

へ
共
年
中
行
事

二

相
見
申
候
」
と
見
え
、　

「年
中
行
事
」
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
次
に
社

司
側
は
、　

「右
年
中
行
事

二
相
見

へ
申
候
」　
「右
応
保
年
申
祐
直
記

二
六
月
晦
日

六
月
祓
十
二
月
晦
日
大
祓
ト
相
見

へ
申
候
」　
「旧
記

二
相
見

へ
申
候
則
旧
記
書
抜

別
紙
差
上
申
候
」　
「
旧
記
別
紙
書
抜
差
上
申
候
」
と
見
え
、　

「年
中
行
事

・
祐
直

記

・
旧
記
」
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
解

る
。　

「年
中
行
事
」
を
社
司
側

・
氏
人

側

の
双
方
が
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
が
、
そ
れ
が
同
じ
内
容
か
ど
う
か
は
定

か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
双
方
の

「年
申
行
事
」
と
社
司
方

の

「祐
直
記
」
に
お

い
て
は
、
共
に
簡
単
な
記
述
で
あ

る
。　

一
方
、

社
司
方
の
所
持
し
て
い
る

「
旧

記
」

は

「書
抜
別
紙
差
上
申
候
」
程
の
詳

し
い
内
容
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。

　

「祐
直
記
」
と
は
、
先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
禰
宜
祐
直
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
応

保
年
中

の

「年
中
行
事
帳
」
で
あ
る
が
、
現
在
そ
の
信
憑
性
に
つ
い
て
取
り
沙
汰

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の

「祐
直
記
」
に
つ
い
て

は
、

元
禄
五
年
六
月

　
　
　
　
　

⑮

二
五
日
の
記
事
に

「応
保
年
中
、
祐
直
記

二
六
月
晦
日

・
一
二
月
晦
日
大
祓
在
之

由
、
河
合
禰
宜
祐
之
申
之
、
難
信
用
也
、
後
人
伝
達
之
士
勘
正
之
当
時
禰
宜
家
輩

旧
記
不
所
持
故
、

諸
神
事
不
勘
之
事
旨
也
」

と
あ

る
。　
こ
の
記
事
か
ら
、　

「祐

直
記
」
が
河
合
社
禰
宜
祐
之
に
確
か
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
が
、
元
禄
五
年
の
時
点

で
既
に
そ
の
信
憑
性
が
問
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
年
中
行
事
を
詳
し
く
記
述
し
た

「旧
記
」
を
誰
が
所
蔵
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
賀
茂
祭
が
再
興
さ
れ
た
年
で
あ
る
元
禄
七
年
二
月
二
九
日
の
記
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

一
伝
奏
清
閑
寺
中
納
言
殿
、
禰
宜
久
祐

・
祝
代
官
秀
久

・
長
延
呼
参
候
故
参
候

　
　
処

二
、
今
度
之
葵
祭
之
義

二
付
、
其
元
之
旧
記

二
在
之
候

ハ
・
、
関
白
様
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へぐ
マ　

　
　
々

二
御
読
被
成
度
由
被
仰
候
間
、
河
茂

へ
談
合
候
而
持
参
可
有
之
候
旨
被
仰

　
　
付
也

つ
ま
り
、
関
白
近
衛
基
熙
が
、
伝
奏
清
閑
寺
中
納
言
熙
定
を
通
じ
て
、
河
合
社
祝

鴨
脚
秀
久
に
所
持
し
て
い
る

「
旧
記
」

の
閲
覧
を
所
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
禰

宜

・
祝
双
方
を
呼
ん
だ
上
で
、
祝
だ
け
に

「
旧
記
」
の
提
出
を
求
め
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

祝
家
に
の

み
年
中
行
事
の
次
第
が
詳
し
く
記
さ
れ
た

「
旧
記
」
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
出
来
る
。

　

こ
の
よ
う
な

ク
年
中
行
事
帳
"
の
伝
来
形
態
に
は
、
下
鴨
社
の
祭
祀
組
織
の
在

り
方
が
関
係
し
て
い
る
。
鴨
社

の
祭
祀
組
織

の
特
徴
と
し
て
、
宮
司
が
い
な
い
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
社
司
で
あ
る
禰
宜
と
祝

・
氏
人

・
下
役
人
と
で
構
成
さ
れ
、

い
ず
れ
も
世
襲
と
年
老
を
も

っ
て
継
承
さ
れ
た
。
そ
の
為
、
た
び
た
び
禰
宜
と
祝

　
　
　
　
　
　
　

　

の
間
で

「上
座
争
論
」
が
起
き
て
い
る
。
伝
来
形
態
の
理
由
と
し
て
、
禰
宜
家
と

祝
家
の
対
立
が
あ
る
と
推
察
出
来
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
禰
宜
家
と
祝
家
に
そ
れ

ぞ
れ
別

の

ク
年
中
行
事
帳
"
が
伝
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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近世下鴨社における年中行事

　
以
上
、　

「
社
家
日
記
」
か
ら
の
考
察
で
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え

る
。
元
禄
五
年

の
時
点
で
は
、
祝
家
に

の

み
詳

し

い
年
中
行
事
次
第
を
記
し
た

「旧
記
」
と
呼
ば
れ
る

"年
中
行
事
帳
"
が
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
こ
れ

は
、
禰
宜
家
に

「
旧
記
」
が
伝
来
し
て
い
な

か

っ
た
と
断
定
す
る
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
詳
し
い

"年
中
行
事
帳
"
が
祝
家
の
み
に
伝
来
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
は
、

祝
の
年
中
行
事
に
対
す
る
役
割
の
大
き
さ
が
窺

え

る
。

そ
の
意
味

で
、
年
中
行
事
の
再
興
に
あ
た

っ
て
祝
家

は
重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
た
と
言
え

る
。
年
中
行
事
の
再
興
に
あ
た

っ
て
、
古
儀

の
再
興
と
い
う
観
点
か
ら
祝
家

の
所

持
す
る

ク
年
中
行
事
帳
"
が
必
要
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

2
　
年
中
行
事
の
再
興

　
(
1
)
　

"
年
中
行
事
帳
"
か
ら
み
た
再
興
状
況

　
下
鴨
社
の
年
中
行
事
は
、
文
明
期
以
降
、
永
い
中
断
の
時
期
を
迎
え
る
。
そ
の

中
に
は
、
再
興
出
来
ず
に
簡
単
な
祭
祀
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
も
の
や
、

つ
い
に
は

退
転
に
至

っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
こ
こ
で
は
、
近
世
に
作
成
さ
れ
た

"
年
中

行
事
帳
"
を
整
理
す
る
と
共
に
、
そ
の

"年
中
行
事
帳
"
か
ら
中
断
し
た
年
中
行

事

の
再
興
状
況
を
見
て
み
ょ
う
。
尚
、
年

中
行
事
の
名
称

・
施
行
日

・
数
に
関
し

て
は
、
細
か
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
名
称

・
施
行
日

・
数
に

つ
い
て
は
、
近
世
に
な

っ
て
新
た
に
作
成
さ
れ
た
最
初
の
も
の
で
あ
る

「
賀
茂
御

祖
皇
太
神
宮
年
中
神
事
」

の
記
述
に
従
う

こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、
近
世
に
作
成
さ
れ
た

"
年
中
行
事
帳
"
を
整
理
し
て
見
よ
う
。
近
世
に

作
成
さ
れ
た
下
鴨
社

の

〃
年
中
行
事
帳
"

で
現
在
確
認
で
き
た
も
の
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

こ
こ
で
取
扱

っ
た
も
の
は
、
作
成
年
代
あ
る
い
は
筆
者
の
判
る
も
の

　
　
　
　

　

の
み
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑲

①

「賀
茂
御
祖
皇
太
神
宮
年
中
神
事
」
(
「鴨
脚
家
文
書
」
京
都
府
立
資
料
館
蔵
)

元
禄
七
年
二
月
に
、
賀
茂
祭
再
興
の
口
上
書
に
添
え
て
、
鴨
社
か
ら
京
都
町
奉
行

小
出
淡
路
守
守
里

へ
提
出
し
た
も
の
の
写
し
で
あ
る
。
内
容

は
、
下
鴨
年
中
神
事

目
録

・
鴨
御
祖
皇
太
神
宮
御
寄
附
庄
園
并
御
厨
所
の
順
で
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず

下
鴨
年
中
神
事
目
録
に
は
、
正
月
か
ら

一
二
月
ま
で
の
年
中
行
事
を
列
記
し
、
そ

の
年
中
行
事
に
関
す
る
簡
略
な
説
明
と
、
そ
れ
の
当
時
の
施
行
状
況
を
記
し
て
い

る
。
次
に
、
鴨
御
祖
皇
太
神
宮
御
寄
附
庄
園
并
御
厨
所
に
は
、
庄
園

・
御
厨
所

・

豊
浦
庄
内
海
の
そ
れ
ぞ
れ
の
目
録
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

②

「賀
茂
御
祖
社
祭
事
記
」

(内
閣
文
庫
所
蔵
)

禰
宜
梨
木
祐
之
に
ょ

っ
て
書
か
れ
た
も
の
の
後
世
の
写
本
で
あ
る
。
作
成
年
代
は

不
明
で
あ
る
が
、
年
中
行
事
の
再
興
状
況
か
ら
元
禄

一
一
年
以
降

・
祐
之
の
没
年

か
ら
享
保
八
年
以
前

の
作
成
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。
内
容
は
、
年
中
行
事
の
詳

し
い
次
第
が
記
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
当
時
の
施
行
状
況
を
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

「鴨
社
年
中
行
事
」

(『
日
本
祭
礼
行
事
集
成
』
巻

一
所
収
)

安
永
七
年
六
月
に
正
禰
宜
泉
亭
俊
春
に
ょ

っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
の
後
世
の
写
本

で
あ
る
。
年
中
行
事

の
次
第
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
施
行
さ
れ
て
い
た

年
中
行
事

の
み
の
記
述
で
あ
る
。

④

「
御
祖
宮
年
中
行
事
」

(京
都
大
学
文
学
部
附
属
図
書
館
所
蔵
)

寛
政
七
年
に
、
権
祝
鴨
脚
秀
豊
に
よ

っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
当

時
施
行
さ
れ
て
い
た
年
中
行
事
の
次
第
を
詳
細
に
記
し
、
神
殿

・
社
職
之
次
第
を

記
す
。
そ
の
後
に
、
当
時
中
絶
之
祭
事

・
上
古
之
神
戸
諸
国
庄
園
並
御
厨
所

・
当

時
退
伝
之
末
社
並
殿
舎
橋
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑤

「神
事
執
要
略
次
第
」　
(
「鴨
脚
家
文
書
」
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
)

作
成
年
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
④
と
同
じ
く
権
祝
鴨
脚
秀
豊
に
よ

っ
て
記
さ
れ
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た
も
の
で
あ
る
。
秀
豊
の
没
年
は
天
保
八
年
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
前
の
も
の
。

年
中
行
事

の
次
第
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
施
行
さ
れ
た
年
中
行
事

の
み

の
記
述
で
あ
る
。

⑥

「年
中
神
事
目
録
」

(
「官
幣
十
二
社
官
祭
私
祭
取
調
書
」
京
都
府

立
総
合
資

　
　
　
　

　

　
料
館
所
蔵
)

明
治

二
年
七
月
に
鴨
社
か
ら
神
祗
省

へ
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
①
を

基
に
し
て
、
そ
れ
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
管
見
の
限
り
、
以
上
六
種
の

〃
年
中
行
事
帳
"
が
確
認
で
き
る
が
、
目
的
別
に

区
分
す
る
と
、
記
さ
れ
た
時
代
に
ど
の
よ
う
な
年
中
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
か
を

書
出
し
他
者
に
報
告
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
も
の
は
①
⑥
、
年
中
行
事
を
恙
無

く
執
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
は
③
⑤
、
年
中
行
事
の
中
断
を
把
握
し
た

上
で
詳
し
い
年
中
行
事
施
行
次
第
を
記
す

こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
は
②
④
で
あ

る
。
特
に
前
者
は
、
鴨
社
が
京
都
町
奉
行
や
神
祗
省
に
施
行
年
中
行
事
を
報
告
す

る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
後
者
の
二
つ
は
、
目
的
を
別
に
し

な
が
ら
も
禰
宜
家
に
伝
来
し
た
も
の

(②

③
)
と

祝
家

に
伝
来

し
た
も
の

(④

⑤
)
の
二
系
統
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
る
。
先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
を
通

じ
て
禰
宜
家
と
祝
家
で
は
幾
度
も

「上
座
争
論
」
が
起

っ
て
い
る
が
、
そ
の
度
に

上
下
の
別
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
後
者

二
つ
の
伝
来
形
態
の
理
由
と
し
て
禰
宜

家
と
祝
家
の
対
立
が
あ
る
と
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
②
と
④

の
年
中
行
事
帳
を

比
較
す
る
と
、
年
中
行
事

の
記
述
に
同
じ
典
拠
を
使
用
し
て
い
る
と
推
察
で
き
る

も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
④
に
記
さ
れ
た
当
時
退
伝
之
末
社
並
殿
舎
橋
の
記
述
は
禰

宜
家

の

「祐
直
卿
記
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
近
世
に
お
い

て
は
禰
宜
家
と
祝
家
の

"年
中
行
事
帳
"

の
交
流
が
あ

っ
た
こ
と
が
解
る
。

　
次
に
、　
〃年
中
行
事
帳
"
か
ら
み
た
年

中
行
事
の
再
興
状
況
を
見
て
み
よ
う
。

下
鴨
社
の
年
中
行
事
と
し
て
近
世
に
把
握
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、　
「賀
茂
御
祖
皇

太
神
宮
年
中
神
事
」
に
よ
る
と
七
五
回
を
数
え
る
。
整
理
し
た

ク
年
中
行
事
帳
"

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

の
内
、
記
さ
れ
た
時
期
が
判
り
、
無
選
転

・
形
ば
か
り
施
行

・
退
転
の
別
の
あ
る

も
の
は
、
次
の
三
冊
で
あ
る
。
元
禄
七
年
作
成

の

「
賀
茂
御
祖
皇
太
神
宮
年
中
神

事
」
・
寛
政
七
年
作
成

の

「
御
祖
宮
年
中
行
事
し
・
明
治
二
年
作
成
の

「年
中
神
事

目
録
」。

こ

の
三
冊
か
ら
近
世
下
鴨
社
の
年
中
行
事
の
再
興
状
況
を
概
観
し
て
見

よ
う
。
ま
た
、
そ
の
三
冊
の

〃
年
中
行
事
帳
"
か
ら
、
下
鴨
社
の
近
世
年
中
行
事

施
行
状
況
を
示
し
た
の
が
表

一
(次
頁
)
で
あ
る
。

　
元
禄
七
年
の
年
中
行
事
施
行
状
況
は
、
無
退
転
二
八

・
形
ば
か
り
施
行
七

・
退

　
　
　
　
　
　
　
　

　

転
四
〇
と
な

っ
て
い
る
。
無
退
転
と
さ
れ
る
年
中
行
事
の
う
ち
、
四
つ
が

「近
年

再
興
」
と
あ
る
。
次
に
、
寛
政
七
年

に
は
元
禄
七
年

か
ら

一
〇
の
年
中
行
事
が
再

興

・
四

つ
が
形
ば
か
り
再
興
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
年
中
行
事
施
行
状
況
は
無
退

転
三
八

・
形
儀
七

・
退
伝
三
〇
と
な

っ
て
い
る
。
次
に
明
治
二
年
に
は
、
寛
政
七

年
か
ら
四

つ
の
年
中
行
事
が
再
興
し
、
七

つ
が
形
ば
か
り
再
興
、

一
つ
が
退
転
し

て
い
る
。
従

っ
て
、
無
退
転
四
二

・
形
ば
か
り
施
行

二
二
・
退
転
二
〇
と
な

っ
て

　

の

い
る
。
再
興

・
形
ば
か
り
再
興
の
殆
ど
が

「
近
年
再
興
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
退
転
の
年
中
行
事
は
臨
時
祭
で
あ
り
、
文
化

一
一
年
に
再
興
し
て
明
治
元
年

に
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
近
世
末
の
年
中
行
事
施
行
状
況
と
し
て

は
、
無
退
転
四
三

・
形
ば
か
り
施
行

コ
ニ
・
退
転

一
九
と
い
え
る
。

　
元
禄
七
年
か
ら
近
世
末
ま
で
に
再
興
し
た
年
中
行
事

は
、
元
禄
七
年

の

「近
年

再
興
し
と
記
さ
れ
て
い
る
年
中
行
事
を
含
め
る
と
、

一
八
が
再
興
し

・
一
〇
が
形

ば
か
り
再
興
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
ど
の
よ
う
な
年
中
行
事
が
再
興
さ
れ
た
か

見
て
み
る
と
、
寛
政
七
年
以
前
に
再
興
さ
れ
た
も
の
は
、
屠
蘇
白
散
神
事

・
罷
神

事

・
武
射
神
事

・
御
戸
開
神
事

・
土
毛

(
解
)
・
鎮
祭

(
四
月

・
一
一
月
)
・
御
蔭
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豪
霊
　
下
鴨
社
の
近
世
年
中
行
事
施
行
状
況

月一四

日兀卯

 

不
定

亠
ノ、

 

七一
四

一
五

{
六

下
子

　}
四

晦一四一

①
元
禄
七
年

○
日
供
御
料
并
若
水
神
事

○
屠
蘇
臼
散
神
事

○
月
次
奉
幣

○
日
供
御
料

○
日
供
御
料

○
罷
神
事

○
卯
杖
神
事

○
立
春
神
事

○
御
鏡
開

○
御
節
供
神
事

×
武
射
神
事

×
御
手
斧
始

△
御
戸
開
神
事

×
後
宴

×
燃
燈
神
事

×
旬
之
神
事

○
月
次
奉
幣

x
御
戸
開
神
事

×
土
毛
神
事

×
旬
之
神
事

○
月
次
奉
幣

△
御
節
供
神
事

×
後
宴

×
旬
之
神
事

○
月
次
奉
幣

②
寛
政
七
年

○O○○○○○○○○○×○×××○×△×○△×X○

③
明
治
二
年

○○○○○○○○○○○×○××○○×△×○△×△○

備
考
(元
禄
年
間
以
降
の
再
興
)

註

1

①
に
近
年
再
興
と
あ
る
(元
禄
五
年
に
再
興
)

①
に
近
年
再
興
と
あ
る

元
禄

一
〇
年
に
再
興

元
禄
八
年
に
再
興

③
に
近
年
再
興
と
あ
る

元
禄

コ

年
に
形
ば
か
り
再
興

③
に
近
年
形
ば
か
り
再
興
と
あ
る
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史 窓

五
亠
ノ、

 

七八九

不
定

午申酉不
定

不
定

一四五不
定

翌

日
二
〇

晦七八晦一

×
鎮
祭

×
蒜
之
神
事

△
御
蔭
山
神
事

×
国
祭

△
葵
祭

×
御
戸
開
神
事

×
御
神
楽

×
植
御
祭

×
旬
之
神
事

○
月
次
奉
幣

○
御
菖
蒲
神
事

○
御
節
供
神
事

×
旬
之
神
事

○
月
次
奉
幣

×
御
戸
代
会

×
後
宴

○
御
手
洗
会

○
名
越
祓
神
事

×
御
燈
神
事

×
旬
之
神
事

○
月
次
奉
幣

×
御
節
供
神
事

×
後
宴

○
旬
之
神
事

○
月
次
奉
幣

×
小
早
稲
神
事

×
旬
之
神
事

○×○×○○×××○○○×○○×○○××○△×○○○×

○×○×○○△×△○○○△○○×○○×△○△×○0○○

元
禄
七
年
に
再
興

元
禄
七
年
に
再
興

元
禄
七
年
に
再
興

文
政
年
間
よ
り
形
ば
か
り
再
興

③
に
近
年
形
ば
か
り
再
興
と
あ
る

③
に
近
年
形
ば
か
り
再
興
と
あ
る

①
に
近
年
再
興
と
あ
る
(元
禄
五
年
に
再
興
)

③
に
近
年
形
ば
か
り
再
興
と
あ
る

元
禄
八
年
に
形
ば
か
り
再
興

元
禄
八
年
に
再
興
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へ
○コ　

二

九

日
一
〇

一
日

亥
日

不
定

晦
日

一
日

不
定

子

日

丑

目

卯

日

翌

日

酉

日
晦
日

一晦
日

○
月
次
奉
幣

△
御
節
供
神
事

x
後
宴

×
旬
之
神
事

○
月
次
奉
幣

×
冬
季
神
服
神
事

×
芋
祭
神
事

×
御
神
之
神
事

×
旬
之
神
事

○
月
次
奉
幣

×
鎮
祭

×
神
楽

×
河
合
社
神
事

×
大
饗

△
相
嘗
祭

×
後
宴

△
臨
時
祭

○
氏
神
之
神
事

x
旬
之
神
事

○
月
次
奉
幣

×
大
祓
神
事

×
御
燈
神
事

○
御
備
神
事

○△××○○×△×○○×××△×△○×○××○

○△×○○○×△△○○X△×△××○○○××○

③
に
近
年
再
興
と
あ
る

元
禄
八
年
に
再
興

元
禄
八
年
に
形
ば
か
り
再
興

③
に
近
年
再
興
と
あ
る

③
に
近
年
形
ば
か
り
再
興
と
あ
る

註

2
③
に
近
年
再
興
と
あ
る

①
に
近
年
再
興
と
あ
る

*
①

は
゜
「
賀
茂

御
祖
皇

太

神
宮
年

中
神

事
」

②

は

「
御

祖
宮

年
中

行
事

」
③

は

「
年
中
神

事

目
録

」

で
あ
る

。

*
備

考

は
、
①

～
③

と
、

「
鴨
脚

家
文
書

」

「
鴨
脚

正
彦

家
文
書

」

か
ら

確
認

で
き

た
も

の
で
あ
る
。

*
○

は

「無

退
伝

に
て
施
行

」
、
△
は

「
形

ば
か

り
施

行
」
、
×
は

「
退

伝

つ
か
ま

つ
り

候
」
と
記

さ
れ

て

い
る
も

の
で
あ

る
。

*
名

称

・
施

行

日

・
数

に

つ
い
て
は
、
①

の
記
述

に
従

っ
た

。

註

1
　

こ
の
神
事

に
つ
い
て
は
、　

「
賀
茂
御
祖
社
祭
事
記
」
　
(元
禄

=

年
～
享
保

八
年
)

に

「
若
水
儀

、
其
儀
今
也
絶
候
」
と

　

　
あ

り
、
検
討
を
要
す
る
も

の
で
あ
る
。

註

2
　
貞
享

四
年
に
形
ば
か
り
再
興
、
明
和
年
中
よ
り
社
家

に
よ

っ
て
経
営
、
文
化

一
一
年

に
再
興
、
明
治
元
年

に
廃

止
と
な
る
。

11工



窓史

山
神
事

・
葵
祭

(賀
茂
祭
)
・
御
戸
代
神
事

・
名
越
祓
神
事

・
御
節

供
神
事

・
小

早
稲
神
事

・
冬
季
神
服
神
事

・
御
神
之
神
事
で
あ

る
。　

一
方
、

寛
政
七
年
以
降

は
、
御
神
楽

・
臨
時
祭

・
河
合
社
神
事

・
旬
之
神
事

(
二

・
四

・
五

・
六

・
七

・

九

・
一
〇

・
一
一
・
一
二
)
と
な

っ
て
い
る
。
明
治
二
年

に

「近
年
再
興
」
と
記

さ
れ
て
い
る
旬
之
神
事
と
は

「社
司
氏
入
出
仕
候
て
神

供
備

進
申

候
事

二
御
座

候
」
と
、
日
供
御
料
と
類
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
元
禄
七
年
ま
で

に
行
な
わ
れ
て
い
た
年
中
行
事

は
、
月
次
奉
幣

・
日
供
御
料
ま
た
は
そ
れ
に
類
す

る
も
の
が
多
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
近
世
の
年
中
行
事
施

行
状
況
は
、
元
禄
七
年

に
は
中
断
期
以
前
と
同
様
に
施
行
し
て
い
る
年
中
行
事
が

二
八
、
簡
略
化
さ
れ
神
供
備
進
と
い
う
形

で
施
行
さ
れ
て
い
る
年
中
行
事
が
七
、

退
転
し
て
し
ま

っ
た
年
中
行
事
が
四
〇
と

な

っ
て
い
る
。
半
数
以
上
の
年
中
行
事

が
退
転
し
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
そ
れ
以
後
、
近
世
末
ま
で
に

一
八
の

年
中
行
事
が
再
興
し
、

一
〇
の
年
中
行
事
が
形
ば
か
り
再
興
さ
れ
た
。
近
世
末
の

年
中
行
事
施
行
状
況
は
、
無
退
転
で
施
行

四
三

・
形
ば
か
り
施
行

二
二
・
退
転

一

九
で
あ

っ
た
。

こ
の
年
中
行
事
の
再
興

は
、

近
世
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
て
い
る

が
、
数

・
内
容
と
も
に
、
寛
政
七
年
以
前

の
再
興
状
況
が
著
し
い
こ
と
が
解
る
。

ま
た
、
近
世
に
お
い
て
退
転
し
て
し
ま

っ
た
年
中
行
事
が

一
つ
も
見
ら
れ
な
い
と

い
う
こ
と
は
興
味
深
い
。

ま
た
、　
〃
年
中
行
事
帳
"
で
あ

る
が
、

再
興
以
前
に

は
、
禰
宜
家
と
祝
家
で
個
々
に
伝
来
し
、
尚
且
つ
詳
し
い

〃
年
中
行
事
帳
"
は
祝

家
の
み
に
伝
来
し
て
い
た
。

し

か
し
、

元
禄
七
年
以
降
に
作
成
さ
れ
た
近
世
の

〃
年
中
行
事
帳
"
に
、
詳
し
い
記
述
の
あ

る
禰
宜
家
の
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
、

祝
家
と
禰
宜
家
の
交
流
が
見
ら
れ
る
こ
と

は
、
中
断
し
た
年
中
行
事
の
再
興
が
契

機
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

　
(
2
)
　
年
中
行
事
再
興
の
契
機

　
延
宝
期
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
は
、
次
々
と
朝
儀
や
勅
祭
が
再
興
さ
れ
た
時
期

で
あ

っ
た
。
延
宝
六
年
に
、
応
仁
の
乱
後
に
中
断
し
て
い
た
石
清
水
放
生
会
が
、

幕
府
よ
り

一
〇
〇
石
の
下
行
米
を
も

っ
て
再
興
さ
れ
る
。
貞
享
四
年
に
は
大
嘗
祭

が
、
後
土
御
門
天
皇

の
文
正
元
年
に
行
わ
れ
て
以
来
、
九
代
二
二
〇
余
年
ぶ
り
に

再
興
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
元
禄
七
年
に
は
、
賀
茂
祭
が

一
九
二
年
ぶ
り
に
再

興
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、

朝
儀
や
勅
祭
が

次
々
と

再
興
さ
れ
た
背
景
に

は
、
朝
廷
に
お
け
る
霊
元
上
皇
や
廷
臣
た
ち
の
熱
意
と
、
幕
府
に
お
け
る
家
綱

・

綱
吉

の
文
治
政
策
と
に
あ
わ
せ
て
、
神
社

の
側
よ
り
朝
廷
と
幕
府
と
に
行
な
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

た
働
き
か
け
が
有
効
に
作
用
し
た
こ
と
に
よ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
下
鴨
社
の
年
中
行
事

の
再
興
状
況
を
整
理
す
る
と
共
に
、
下
鴨
社
の
年
中
行
事

再
興
の
働
き
掛
け
を
見
て
み
よ
う
。

　
前
節
で
、
寛
政
七
年
以
前

の
年
中
行
事

の
再
興

状
況

が
著

し
い
こ
と
を
示
し

た
。

こ
こ
で
、　

「社
家
日
記
」
に
よ

っ
て
再
興
年
を
確
定
し
た
い
。
ま
ず
、
寛
政

七
年
以
前
に
限

っ
て
、
年
中
行
事
が

い
つ
再
興
し
た
か

(
こ
こ
で
は
、
形
ば
か
り

の
再
興
は
含
め
な
い
)
　
「社
家
日
記
」
に
よ

っ
て
確
認
で
き
た
も
の
た
整
理
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
元
禄
五
年
に
名

(夏
)
越
祓
神
事

・
屠
蘇
白
散
神
事
、

元
禄
七
年
に
鎮
祭

・
御
蔭
山
神
事

・
葵
祭
、
元
禄
八
年
に
御
戸
開
神
事

・
小
早
稲

神
事

・
冬
季
神
服
神
事
、
元
禄

一
〇
年
に
武
射
神
事
が
再
興
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

外
、
罷
神
事
と
御
備
神
事
は
確
認
出
来
て
い
な
い
が
、　

「賀
茂
御
祖
皇
太
神
宮
年

中
神
事
」
に
元
禄
五
年
再
興
さ
れ
て
い
る
名

(
夏
)
越
祓
神
事

・
屠
蘇
白
散
神
事

と
同
じ
く

「近
年
再
興
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
近
い
時
期
の
再
興
で
あ
る
と

推
察
出
来
る
。

つ
ま
り
、
元
禄
年
間
に
再
興
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も

の
が

一
一
あ
る
こ
と
に
な
る
。
寛
政
七
年
以
前

の
再
興
数
は

一
四
で
あ
る
の
で
、
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近世下鴨社における年中行事

そ
の
殆
ど
が
元
禄
五
年
か
ら

一
〇
年
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。従

っ
て
、
下

鴨
社
で
は
、
元
禄
五
年
か
ら

一
〇
年
と
い
う
時
期
は
、
勅
祭
で
あ

る
賀
茂
祭
だ
け
で

な
く
中
断
し
て
い
た
多
く
の
年
中
行
事
が
再
興
し
た
時
期
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

　
で
は
、
下
鴨
社
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法

で
年
中
行
事
再
興
の
働
き
掛
け
を
行

っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
下
鴨
社
の
中
絶
し
た
年
中
行
事
を
再
興
す
る
契
機
の

一
つ
と

な

っ
た
の
は
、
天
和
二
年
の
賀
茂
奏
事
始

の
再
興
と
考
え
る
。
延
宝
七
年

に
、
寛

永
六
年
の
遷
宮
か
ら
五
〇
年
ぶ
り
に
下
鴨
社
の
造
営
遷
宮
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
二

年
後

の
天
和
二
年
に
賀
茂
伝
奏
始
が
再
興
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
、
下
鴨
社
に
お

い
て
年
中
行
事
が
再
興
さ
れ
た
始
め
で
あ

り
、
こ
れ
が
下
鴨
社
の
年
中
行
事
再
興

へ
の
動
き
の
契
機

の

一
つ
に
も
な

っ
て
い
る
。
賀
茂
奏
事
始
と
は
、
毎
年
正
月
、

宮
中
で
賀
茂
伝
奏
が
天
皇
に
対
し
て
、
下
鴨

・
上
賀
茂
両
社
の
祭
事
や
社
殿
の
状

況
を
報
告
し
、
社
家

の
人
々
の
官
位
叙
任

を
申
請
す
る
宮
廷
行
事
で
あ
る
。
お
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

ら
く
秀
吉
が
関
自
と
な
る
天
正

=
二
年
頃
中
断
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
中

断
か
ら
約

一
〇
〇
年
を
経
て
、
翌
天
和

二
年
正
月

一
二
日
に
賀
茂
奏
事
始
は
再
興

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
奏
事
目
録
か
ら
、
天
和
二
年
か
ら
元
禄
八
年

の
、
両
賀
茂
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

の
年
中
行
事
に
関
す
る
も
の
を
抜
き
出
し

て
み
よ
う
。
下
鴨
社
は
、
賀
茂
奏
事
始

が
再
興
し
た
天
和
二
年
か
ら
賀
茂
祭
再
興
が
な
さ
れ
た
翌
年
の
元
禄
八
年
ま
で
、

「神
事
無
為
事
」
と
い
う
奏
上
が
続
く
。

一
方
上
賀
茂
社
で
は
、
天
和
二
年
か
ら

貞
享
三
年
ま
で

「神
事
無
為
事
」
を
奏
上
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
嘗
会
が
再
興

し
た
貞
享
四
年
に
、
初
め
て

「祭
再
興
事
」
と
な
り
、
賀
茂
祭
が
再
興
さ
れ
た
元

禄
七
年
ま
で
同
じ
で
あ
る
。
貞
享
四
年
か
ら
、
上
賀
茂
社
は
賀
茂
祭
再
興
を
願
出

で
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
成

っ
た
元
禄
八
年

の
奏
上
は
、　

「神
事

無
為
事
」
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
上
賀
茂
社
が
賀
茂
祭
再
興
を
強
く
働
き
掛

け
て
い
た
の
に
対
し
て
、
下
鴨
社
は
、
そ
れ
を
し
て
い
な
い
。
賀
茂
祭
再
興
に
対

し
て
、
上
賀
茂
社
と
下
鴨
社
の
対
応
に
、
違
い
が
み
え
る
。

　

こ
れ
以
外
に
も
、
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
上
賀
茂
社
の
近
世

の
根
本
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

と
い
う
べ
き

「賀
茂
注
進
雑
記
」

の

「第

二
　

祭
礼
」
に

「当
皇
太
神
宮
第

一
の

葵
祭
に
、
勅
使
官
幣

の
立
申
さ
ざ
る
事

の
み
社
家
中
年
比
の
歎
に
て
候

へ
ば
」
と

あ
る
が
、
下
鴨
社
の
近
世
に
な

っ
て
最
初
に
作
成
さ
れ
た

「賀
茂
御
祖
皇
太
神
宮

年
中
神
事
」

の
奥
書
に
は
賀
茂
祭
に
っ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
奏
事
始
の
奏
上
等
の
賀
茂
祭
再
興
に
つ
い
て
の
扱
い
が
両
社
に
お
い
て
異
な
る

と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
下
鴨
社
が
賀
茂
祭
再
興
に
対
し
て
消
極
的
で
あ

っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
賀
茂
祭
再
興
に
際
す

る
、
次

の
記
事
か
ら
窺
え
る
。　

「
社
家
日
記
」

の
元
禄
七
年

二
月
四
日
の
記
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫

次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
年
中
神
事
目
録
清
書
、
河
合
禰
宜
祐
之
書
之
、
久
祐

・
秀
久

・
康
忠

一
社
惣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　マ
マ　

　
　
代
判
形
、
淡
路
守
殿

へ
口
参
、
目
六
書
又

ハ
神
事
之
子
細
委
書
付
、
其
上
今

　
　
度
御
葵
祭
御
再
興
成
被
下
候
上

ハ
、
外
之
神
事
之
義
願
申
間
敷
由
、
手
形
別

　
　

二
致
し
可
申
由
、
明
後
六
日
、
上
賀
茂
口
申
合
可
上
由
被
申
渡
、
於
会
所
神

　
　
事
目
録
書
改
畢
、
上
古
之
庄
園

・
御
厨
所
口
奥

二
書
入
之
申

つ
ま
り
、
町
奉
行
小
出
淡
路
守
に
、
賀
茂
祭
再
興
の
為
に
、
賀
茂
祭
再
興
の
口
上

書
と
年
中
七
五
度
の
神
事
と
諸
国
荘
園
寄
附
等
の
書

付

を
加
え
た
神
事
帳

(
「賀

茂
御
祖
皇
太
神
宮
年
中
神
事
」
)
、
そ
れ
に
加
え
て

「
外
之
神
事
之
義
願
申
間
敷
度

由
」
と
い
う
手
形
を
態
々
提
出
す
る
よ
う
に
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

の
度
は
賀
茂
祭
の
再
興
の
み
を
願
い
そ
の
外
の
神
事

の
再
興
願
い
は
言
わ
な
い
と

い
う
手
形
を
態
々
付
け
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
よ
り
、
そ
れ
ま
で
に
下

鴨
社
が
強
く
、
中
断
し
て
い
る
諸
神
事
の
再
興
を
働
き
か
け
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
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窓史

　
以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
事
が
言
え
る
。
近
世
鴨
社
に
お
い
て
、
中
絶
し

た
年
中
行
事
の
再
興
は
、
近
世
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
元
禄

五
年
か
ら
元
禄

一
〇
年
に
極
め
て
集
中
的

に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
か
る
。

そ
の
理
由
は
、
神
社
の
側
よ
り
朝
廷
と
幕
府
と
に
行
な
わ
れ
た
働
き
か
け
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
も
、天
和
二
年
の
賀
茂
奏
事
始
の
再
興
は
、

下
鴨
社
の
年
中
行
事
再
興
に
お
け
る

一
つ
の
契
機
と
な

っ
た
と
考
え
る
。
上
賀
茂

社
が
、
賀
茂
祭
再
興
を
奏
上
し
て
叶
え
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も
、
奏
上
が
形
ば
か

り
の
も
の
で
な
か

っ
た
こ
と
が
解
る
。
ま
た
、
上
賀
茂
社
が
、
常
に
賀
茂
祭
再
興

を
働
き
掛
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
下
鴨
社
は
そ
う
し
て
い
な
い
。
同
社
で
は
、

当
時
中
断
し
て
い
た
多
く
の
年
中
行
事

の
再
興
を
働
き
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
当
時
、
下
鴨
社
の
年
中
行
事
が
半
数
以
上
中
断
し
て
い
た
と
い
う
事
実

が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

お
　

わ
　
り
　

に

　
本
稿
で
は
、
近
世
下
鴨
社
の
年
中
行
事

研
究

の
第

一
歩
と
し
て
、
元
禄
期
の
再

興
に
焦
点
を
あ
て
て
、
文
明
期
以
降
中
断
し
た
年
中
行
事
が
、
何
時
ど
の
よ
う
な

も
の
が
再
興
さ
れ
た
か
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
為
に
、
近
世
下
鴨
社
の

年
中
行
事
を
記
し
た

ク年
中
行
事
帳
"
を
探
し
整
理
す
る
こ
と

も
行

っ
た
。

ま

た
、
元
禄
期
以
前
の
年
中
行
事

の
施
行
状
況
を
知
る
為
に
、
延
宝
期

の
施
行
状
況

を
確
認
し
た
。

　

「賀
茂
御
祖
皇
太
神
宮
年
中
神
事
」
に
よ
る
と
、
近
世

の
下
鴨
社
に
お
い
て
把

握
さ
れ
て
い
る
年
中
行
事

は
七
五
回
を
数

え
る
。
そ
れ
ら
の
年
中
行
事
は
、
荘
園

の
退
転
や
文
明
の
乱
に
よ
る
社
殿
の
焼
失

に
よ

っ
て
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

太
閣
検
地
で
定
め
ら
れ
た
五
四

一
石
の
朱
印
地
で
は
、
中
断
以
前
と
同
様
に
年
中

行
事
を
施
行
す
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
。
下
鴨
社
で
は
、
中
断
し
た
年
中
行
事

の
再
興
が
近
世
を
通
し
て
の
願
い
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
年
中
行
事

施
行

状

況

は
、
元
禄
七
年
に
は
無
退
転
二
八

・
形
ば
か
り
施
行
七

・
退
転
四
〇
、
寛
政
七
年

に
は
無
退
転
三
八

・
形
儀
七

・
退
転
三
〇
、
近
世
末
に
は
、
無
退
転
四
三

・
形
ば

か
り
施
行

二
二
・
退
転

一
九
で
あ

っ
た
。
多
く
の
年
中
行
事
が
再
興
す
る
な
か
、

近
世
に
お
い
て
退
転
し
た
年
中
行
事
が

一
つ
も
な
い
こ
と
は
興
昧
深
い
こ
と
で
あ

る
。

　
数
の
上
か
ら
見
る
と
、
下
鴨
社
で
は
年
中
行
事

の
再
興
は
近
世
を
通
じ
て
行
な

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
年
中
行
事
が
再
興
さ
れ
た

か
見
て
み
る
と
、
寛
政
七
年
以
降
に
再
興
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
日
供
御
料
と

類
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
、
年
中
行
事

の
再
興
は
、

元
禄
五
年
か
ら
元
禄

一
〇
年

に
極
め
て
集
中
的
に
行
な
わ
れ
て

い
る

こ
と

に
な

る
。
下
鴨
社
側
の
、
朝
廷
や
幕
府

へ
の
、
当
時
中
断
し
て
い
た
年
中
行
事

の
再
興

に
対
す
る
働
き
か
け
が
有
効
に
作
用
し
た
時
期
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
本
稿
で
は
、
年
中
行
事

の
再
興
状
況
を
中
心
に
近
世
下
鴨
社
の
年
中
行
事
の
概

観
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
は
、
年
中
行
事
を
再
興
す
る
為
に
ど
の
様
に
働

き
掛
け
た
か
と
い
う
こ
と
、
年
中
行
事
に
必
要
な
経
費

の
確
保

の
仕
方
、
再
興
さ

れ
た
年
中
行
事
の
下
鴨
社
に
お
け
る
位
置
付
け
等
を
追
求
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ

う
。
ま
た
、　
『
下
鴨
社
家
日
記
』
を
読
み
進
め
る
こ
と
に
ょ

っ
て
、
備
進
神
供
の

調
達
方
法
や
、
氏
人
の
年
中
行
事
参
加
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

註①

京
都
女
子
大

学
図
書
館
所
蔵
。
日
記

の
目
録
に

つ
い
て
は
、
佐
藤
文
子

「
京
都
女

子

　
大
学
図
書
館
蔵

『
下
鴨
社
家
目
記
』

(
田
中
家
目
記
)

に

つ

い
て
」

(
『
史
窓
』
五
五
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号
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②

近
世
以
外
の
両
賀
茂
社
の
年
中
行
事
の
研
究
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
岡
田
荘
司

「平
安
前
期
神
社
祭
颶
の

「公
祭
」
化
」
・
三
橋
正

「賀
茂
・
石
清
水

・
平

　
野
臨
時
祭
に
つ
い
て
」　
(共
に

『平
安
時
代
の
神
社
と
祭
祀
』
所
収
)、
岡
田
荘
司

　

「臨
時
祭
と
大
神
宝
使
」　
(『平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
所
収
)、
高
木
博
志

「明
治

　
維
新
と
賀
茂
祭

・
石
清
水
放
水
会
1

「朝
廷
の
祭
」
か
ら

「神
社
の
祭
」
ヘ
ー
」
(『近

　
代
日
本
社
会
と
天
皇
性
』
所
収
)。

　
　
ま
た
、
近
世
年
中
行
事
の
上
賀
茂
社
側
に
立
っ
た
研
究
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ

　
る
。

　
所
功

「『賀
茂
注
進
雑
記
』
に
関
す
る
覚
害
」　
(『京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀

　
要
』
創
刊
号
)
・
同
氏

「「賀
茂
秦
事
始
」
の
覚
書
」　
(『京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研

　
究
所
紀
要
』
第
二
号
)
・
同
氏

「賀
茂
臨
時
祭
の
成
立
と
変
転
」　
(『京
都
産
業
大
学
日

　
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
号
)。

③

『日
本
祭
礼
行
事
集
成
第

一
巻
』
所
収
。

④

ク年
中
行
事
帳
"
と
い
う
史
料
名
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
年
中
行
事
に
関

　
し
て
書
か
れ
た
も
の
を
総
称
す
る
。

⑤

鴨
脚
家
は
、
祝
と
し
て
下
鴨
社
に
出
仕
し
た
家
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

「鴨
脚
家
文

　
書
」　
(京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
所
収
、
以
下

「鴨
脚
家
文
書
」
と
称
す
)
・

　

「鴨
脚
正
彦
家
文
書
」　
(京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
所
収
、
以
下

「鴨
脚
正
彦

　
家
文
書
」
と
称
す
)
・
「鴨
脚
家
文
書
」　
(京
都
府
総
合
資
料
館
所
蔵
、
以
下

「総
合
資

　
料
館
所
蔵
鴨
脚
家
文
書
」
と
称
す
)
を
使
用
し
た
。

⑥

京
都
大
学
文
学
部
附
属
図
書
館
所
蔵
。

⑦

『親
長
卿
記
』。

⑧

『親
長
卿
記
』。

⑨
　
朱
印
高
の
配
分
で
あ
る
が
、　
「鴨
脚
光
行
日
記

(元
禄

一
六
年
)」
の
四
月
九
日
の

　
記
事
に
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

　
　

「下
賀
茂
神
領
高
五
百
四
拾
壱
石

　
　
　
　
　
配
分
之
目
録

　
　
　
一
、
五
拾
六
石
弐
斗
八
升
七
合
　
　
　
造
営
料

　
　
　
一
、
三
石
六
斗
六
升
四
合
　
　
　
　
　
神
供
料

　
　
　

一
、
六
石
弐
斗
七
升
五
合
　
　
　
　
　
下
行
方

　
　
　

(以
下
、
社
司
方

・
琉
人
方
と
続
く
が
、
省
略
す
る
。)　
L

　
　
ま
た
、
賀
茂
祭

・
臨
時
祭
再
興
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
朱
印
高
以
外
に
、
明

　
治
期
に
記
さ
れ
た

「賀
茂
神
祖
神
社
井
摂
社
末
社
祭
神
勧
請
年
記
宦
私
祭
日
造
営
年
記

　
建
物
坪
等
注
進
書
」

(下
鴨
社
所
蔵
)
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　
　

「高
　
五
百
四
拾
壱
石
　
　
　
　
　但
朱
印
地

　
　
　
同
　
拾
壱
石
弐
斗
　
　
　
　
　
　
但
朱
印
高
外
神
馬
料

　
　
　
現
米
四
百
七
拾
八
石
弐
斗
　
　
　
賀
茂
祭
御
祭
典
料

　
　
　
同
　
弐
百
拾
壱
石
七
斗
五
升
　
　
臨
時
祭
御
祭
典
料
　
　
し

⑩

「春
光
日
次

(延
宝
六
年
)」

(「鴨
脚
正
彦
家
文
書
」)。
史
料
中
に
は
、

「神
供
備

　
ル
」
と
の
み
出
て
く
る
も
の
が
多
い
の
で
、
施
行
日
か
ら
年
中
行
事
名
を
推
定
し
た
。

　
ま
た
、
日
供
御
料
は

「神
供
備
ル
」
と
出
て
く
る
が
、
も
と
も
と
そ
う
い
う
祭
祀
で
あ

　
る
の
で
中
断
以
前
と
同
様
と
し
た
。
本
文
中
に
挙
げ
た
も
の
以
外
に
は
、
「神
供
備
ル
」

　
と

「月
次
之
巻
数
扁
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
延
宝
六
年
の

「
田
中
伊
連
目
記
」
の
中
に
は
、
年
中
行
事
の
記
述
が
み
ら
れ
な
い
。

　
こ
れ
は
、
田
中
家
が
年
中
行
事
に
係
わ

っ
て
い
な
か
っ
た
為
で
は
な
い
。
実
際
、
同
年

　
の

「春
光
日
次
」
に
は
、
田
中
家
が
年
中
行
事
に
係
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
記
述
が

　
多
く
出
て
く
る
。

⑪

小
山
利
彦

「文
献
資
料
-
賀
茂
御
祖
神
社
関
係
新
資
料
1
」
　
(『
王
朝
文
学
世
界
の

　
研
究
』
所
収
)
で
、
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

⑫

「祐
直
卿
年
中
神
事
次
第
并
神
殿
舎
屋
之
記
」
(「総
合
資
料
館
蔵
鴨
脚
家
文
書
」)。

　
祐
直
と
は
、
従
三
位
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

『公
卿
補
任
』
に
も
記
さ
れ
て
い
な

　
い
。

⑬
　
　『官
国
弊
社
特
殊
神
事
調
』　
(神
祗
院
　
国
書
刊
行
会
昭
和
四
七
年
九
月
二
五
日
発

　
行
)
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

門夏
越
神
事

(矢
取
神
事
と
も
称
す
)
八
月
立
秋
の
前
夜
　
　
井
上
社
祭

　
　
　
由
来
　
此
神
事
は
御
手
洗
川
の
水
源
を
な
す
井
の
上
に
鎮
座
ま
し
ま
す
末
社
井
上

　
　
　
社

(御
手
洗
社
と
も
称
す
)
の
前
に
於
て
執
行
せ
ら
れ
る
。
井
上
社
と
申
す
は
祓

　
　
　
戸
神
瀬
織
津
姫
命
を
奉
祀
し
、
文
録
年
中
の
建
立
に
係
る
。
神
事
の
起
源
に
つ
い

　
　
　
て
は
詳
な
ら
ざ
る
も
、
元
禄
五
年
衰
頽
せ
る
た
復
興
し
て
明
治
維
新
に
至
り
、
其

　
　
　
の
後
、
形
様
を
存
す
る
の
み
と
な
り
た
る
を
、
大
正
五
年
再
興
し
て
現
在
に
及
べ

　
　
　
る
な
り
・」　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　

鮖
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⑭

『光
行
目
記

(元
禄
五
年
)」

(「鴨
脚
正
彦
家
文
書
」)。

⑮

前
出

「元
禄
五
年
光
行
日
次
」。

⑯
　
　「秀
久
日
次

(元
禄
七
年
)」　
(
「鴨
脚
家
文
書
」)。

⑰

こ
の

「上
座
争
論
」
は
、

「鴨
脚
家
文
書
」

「鴨
脚
正
彦
家
文
書
」
に
度
々
見
え

　
る
。
禰
宜
家
が
社
務
職
に
付
く
こ
と
を
祝
冢
が
拒
み
、
従
来
通
り
年
老
位
次
を
以
っ
て

　
上
首
を
決
め
る
事
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
上
座
争
論
は
度
々
起
き
て
お
り
古
く
は
親
長

　
目
記
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
為
か
矯
人
も
祝
方

・
禰
宜
方
の
別
が
あ

っ
た
よ

　
う
で
、
元
禄
五
年
に
は
祝
方
氏
人
と
し
て
御
矢
川
大
膳
・
下
田
筑
後
・
下
田
右
衛
門

・

　
田
中
掃
部

・
下
田
右
京

・
御
矢
川
主
税

・
河
崎
織
部
、
禰
宜
方
氏
人
と
し
て
南
大
路
宮

　
内
少

・
菊
下
野
守
・
下
田
木
工
・
林
主
殿

・
林
右
近
・
南
大
路
玄
蕃
・
林
助
之
丞
・南

　
大
路
左
京

.
下
田
伊
左
衛
門
・
山
口
市
之
丞
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。　
(他
の
年
度

　
と
の
変
動
は
な
く
、
定
ま
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。)

⑱

「総
合
資
料
館
所
蔵
鴨
脚
家
文
書
」
の
中
に
も
、

"年
中
行
事
帳
"
は
数
多
く
見
ら

　
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
記
さ
れ
た
時
期
や
作
成
者
の
解
ら
な
い
も
の
が
殆
ど
で
あ

　
る
。

⑲

異
本
と
し
て
は
、
神
宮
文
庫
所
蔵
の
も
の
が
あ
る
。
こ
の

「賀
茂
御
祖
皇
太
神
宮
年

　
中
神
事
」
作
成
の
経
緯
は
、　
「秀
久
日
次

(
元
禄
七
年
)」
・
「日
次
目
録
」　
(
「鴨
脚
家

　
文
書
」)
.
「光
行
日
次

(
元
禄
六
年

一
一
月
一
〇
日
～
元
禄
七
年
正
月
)」
(「鴨
脚
正
彦

　
家
文
書
」)
の
な
か
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　

「賀
茂
御
祖
皇
太
神
宮
年
中
神
事
」
の

(奥
書
)

　
　

「右
年
中
神
事
七
拾
五
度
御
座
候
中
古
迄
者
諸
国
之
庄
園
并
御
厨
所
等
御
寄
附
御
座

　
　
　
候
而
年
中
諸
神
事
日
供
等
迄
厳
重

二
御
座
候
処
二
唯
今
者
　
御
朱
印
五
百
四
拾
壱

　
　
　
石
之
外
諸
国
之
庄
園
者
断
絶
仕
候
故
大
祭
之
儀
者
神
領
少
地
二
御
座
候
而
難
勤
中

　
　
　
絶
仕
候
凡
三
拾
五
ケ
度
之
神
事
者
形
斗
当
時
無
懈
怠
令
執
行
天
下
安
全

　
　
　
公
武
之
御
祈
薦
相
勤
申
候
今
後
依
　
仰
神
事
目
録
粗
書
付
差
上
申
候
以
上

　
　
　
　
　
元
禄
七
年
戍
二
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
鴨
惣
代
　
　
菊
下
野
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
鴨
脚
権
少
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
禰
宜
　
　
　
広
庭
内
記

　
　
　
　
御
奉
行
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

⑳

異
本
と
し
て
は
、
京
都
大
学
所
蔵

・
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵

・
穂
久
邇
文
庫
所
蔵

・

　
旧
彰
考
館
文
庫
所
蔵
の
も
の
が
あ
る
。

⑳

異
本
と
し
て
は
、
下
鴨
社
所
蔵

(禰
宜
広
庭
祐
尚
に
よ
っ
て
作
成
)
が
あ
る
。

⑫
　
　「御
祖
宮
年
中
行
事
」
の
(奥
書
)

　
　

「右
当
宮
年
中
行
事
者
当
時
所
執
行
之
也
応
或
人
之
需
記
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
祖
宮
権
祝

　
　
　
　
　
寛
政
七
乙
卯
年
季
冬
　
　
　
　
　
　
従
三
位
鴨
秀
豊
」

㊧
　
異
本
と
し
て
は
、　
「年
中
神
事
執
要
略
次
第
」
(「官
幣
十
二
社
官
祭
私
祭
取
調
書
」

　
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
)
が
あ
る
。

⑳
〉
　
「年
中
神
事
目
録
」
の

(奥
堂目)

　
　

「右
年
中
神
事
七
拾
五
度
御
座
候
中
古
迄
者
諸
国
之
庄
園
井
御
厨
所
等
御
座
候
間
年

　
　
　
中
諸
神
事
日
供
等
迄
厳
重
二
御
座
候
処
唯
今
者
高
五
百
四
拾
壱
石
之
外
諸
国
之
庄

　
　
　
園
者
断
絶
仕
候
故
大
祭
之
儀
者
神
領
少
地
二
御
座
候
故
難
勤
中
絶
仕
候
凡
三
拾
壱

　
　
　
ケ
度
之
神
事
者
形
斗
当
時
無
懈
怠
令
執
行
天
下
安
全
之
御
祈
濤
相
勤
申
候
今
度
依

　
　
　
仰
神
事
目
録
粗
書
付
差
上
申
候
以
上

　
　
　
　
　
明
治
二
年
己
巳
七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　鴨
社

　
　
　
　
神
舐
御
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

⑳

無
退
転
と
形
ば
か
り
施
行
の
別
を
土
解
神
事
を
例
に
と

っ
て
説
明
す
る
。

　
　

「賀
茂
御
祖
皇
太
神
宮
年
中
行
事
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
二
月
三
十
日
　
土
解
祭
献
御
饌
儀
牡
醤
縦
儀
社
司
二
人
氏
人
二
人
参
于
宮
頭
献
朝
夕

　
　
　
　
　
　
　
　

御
饌
於
本
宮
及
摂
社
末
社
其
儀
如
恒
例
也

　
　
　
当
時
中
絶
之
祭
事

　
　
　
二
月
晦
日
　
　
土
解
又
土
毛
此
於
舞
殿
正
宮
着
座
忌
子
同
着
座
而
稲
種
在
御
占
之

　
　
　
　
　
　
　
　

儀
此
占
者
陰
陽
寮
勧
進
申
又
献
御
饌
者
勧
盃
之
儀
也

⑳
　
　「賀
茂
御
祖
皇
太
神
宮
年
中
神
事
」
に
は
、

　
　

「　
以
上
年
中
神
事
七
拾
五
度

　
　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
三
拾
五
度
之
神
事
者
形
斗
に
て
相
勤
申
候

　
　
　
　
四
拾
度
之
神
事
者
当
時
退
伝
申
候
　
　
　
　
」

　
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
年
中
行
事
ご
と
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
に
は

「無
退
伝
」

　

「近
年
再
興
」
と
見
え
る
も
の
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
年
中
行
事
ご
と
に
記
載
さ
れ
て

　
い
る
内
容
の
記
述
に
従
っ
た
。

　
　
奥
書
に

「形
斗
相
勤
候
」　
「退
伝
申
候
神
事

ハ
退
伝
申
候
」
の
分
類
し
か
し
て
い
な
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い
理
由

は
、
元
禄

七
年

二
月
三
日
の
神
事
帳
作
成
の
記
事

の
中

に

(
「秀
久

日
次

(
元

　
禄
七
年
)
」　
(
「鴨
脚
家
文
書

)
)

　
　

「
小
出
淡
路
守
様

へ
早

々
御
用
之
儀
御
座
候
間
、
役
者
三
人
御

出
可
被
成
与
申

越
候

　
　
　

故
、
久
祐

・
秀
久

・
康
忠
参
候

処

二
、
下
鴨
年
中
神
事
今
迄
相
勤
申
候
分

ハ
形
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
こ

　
　
　

相
勤
申
候

、
退
伝
申
候
神
事

ハ
退
伝
申
候
与

、
神
事
之
様
子
共
国
明

二
御
書

付
可

　
　
　
被

成
候
様

二
被
申
付
候
、
」

　
と
み
え
る

こ
と

か
ら
、
町
奉
行
小
出
淡
路
守
守
里
の
指
示

に
従

っ
た
為

で
あ
ろ
う
。

⑳
　

　「年

中
神
事

目
録
」
に
は
、

　
　

「
　
以
上
年
中
神
事

　
　
　

　
　
　
　

　
　
七
拾

五
度

　
　
　
　
内

二
十
五
度

ハ　

　

元
禄
以
後
無
退
伝
相
勤
申
候

　
　
　
　
　

三
十
壱
度

ハ
　
　

　
　

当
時
形
斗
相
勤
申
候

　
　
　
　
　
十
九
度

ハ　
　

　
　
　
　
　
　
　

退
伝
申
候
　
」

　
と
あ
る
が

、
本
稿

で
は
、
年
中
行
事
ご
と
に
記
載
さ
れ
て

い
る
内
容

に
従

っ
た
。

⑱
　
所
功

「『
賀
茂
注
進
雑
記
』

に
関
す
る
覚
書
」
　
(
『
京
都
産
業
大
学

日
本
文
化
研
究
所

　
紀
要
』
創
刊
号
)
、
並
木
昌
史

「
延
宝
七
年

石
清
水

放

生

会

の
再

興
」　

(
『
国
学
院
雑

　
誌
』
九

六
巻
七
号
)
、
武
部
敏
夫

「
貞
享
度
大

嘗
会

の
再

興

に

つ

い

て
」
　
(『
書
陵
部

　
紀
要
』
第

四
号
)
、
大
屋
敷
佳
子

「
幕
藩
制
国
家

に
お
け
る
武
家
伝
奏

の
機
能

(
二
)」

　

(
『
論
集

き
ん
せ
い
』
第

八
号
)
、
久
保
貴
子

「天
和

・
貞
享
期

の
朝
廷
と
幕
府
-
霊
元

　
天
皇
を
め
ぐ

っ
て
ー
」
(『
早
稲

田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
別
冊
第

　
四
集
)
、

　
高
埜
利
彦

「
江
戸
幕
府
と
寺
社
」
　
(
『
近
世
日
本

の
国
家
権
力

と
宗
教
』
所
収

。

⑳
　
前
節

で
は
賀
茂
奏
事
始
が

「
賀
茂
御
祖
皇
太
神
宮
年
中
神
事
」

の
七
五
度
の
年
中
行

　
事

に
入

っ
て
い
な

か

っ
た
た
め
触
れ
な
か

っ
た
。

　
　
賀
茂
奏
事
始

の
再
考
の
経
緯

や
史
料
に

つ
い

て

は
、
所
功
氏
前
掲
論
文

「
「賀
茂
奏

　
事

始
」

の
覚
書
L

に
詳

し

い
。

⑳
　
　
「
奏
事
始
」
　
(
「
総
合
資
料
館
蔵
鴨
脚
家
文
書
」
)
。

⑳
　

『
続

々
群
書
類
従
』
所
収
。
上
賀
茂
社
で
は
、
延
宝
九
年

に
は
、
七

二
の
神
事
が
存

　
在
し
、
そ

の
内
七

の
神
事
が
中
断
し

て
い
る
。
従

っ
て
、
六
五
の
神
事
が
行
な
わ
れ

て

　

い
た

こ
と
が
解

る
。
退
転
し
て
い
る
神
事
が
少
な

い
こ
と
が
、
下
鴨
社
と
働
き
か
け
の

　
異
な
る
要

因
の

一
つ
と
考
え
ら
れ

る
。

⑫
　
　
「光
行

日
次

(
元
禄

六
年

一
一
月

一
〇

日
～
元
禄
七
年
正
月
)
」
　
(
「
鴨
脚
正
彦
家
文

　
書
」
)。

⑳

　
こ
れ
以
外
に
、
幕
府

へ
の
働

き
か
け
が
大
き
な
要
因

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　
確
保

の
問
題
と
併

せ
て
、
今
後

の
課
題
と
し
た

い
。

費
用

〔付
記
〕　
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ

た
り
、
下
鴨
神
社
嵯
峨
井
建
権
禰
宜
に
御
高
配
賜
り
ま

　
　
　
し
た
。
記

し
て
篤
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
ま
た
、
再
三

の
史

料
閲
覧
を
お
許

し
下
さ

い
ま
し
た
京
都
市
歴
史
資
料
館

に
、

　
　
　
末

尾
な
が
ら
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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